
平成27年度事務事業評価シート

平成27年７月１日作成

款 項 目 年度

１　事業概要（平成27年度）

２　実施結果 (単位　円）

成果指標 指標設定の理由・考え方 単位 平成25年度 平成26年度 目標値

特定健診の受診率 受診率の向上 ％ 21.8 21.7 25.0

21,653,185

活動指標 指標設定の理由・考え方 単位 平成25年度 平成26年度 目標値

対象者への受診勧奨 対象者の生活習慣病予防 人 7,565 7,007 6,698

財源合計 19,948,225 21,948,890 28,007,185

財
源
内
訳

その他特定財源

一般財源 14,794,225 15,331,890

国庫支出金 2,636,000 2,841,000 3,177,000

県支出金 2,518,000 3,776,000 3,177,000

地方債

事業費 19,724,971 21,651,964 27,725,000

総事業費 19,948,225 21,948,890 28,007,185

内　　容
対象者に対し、特定健診の受診券を郵送する。一定の期間において、町内の医療
機関で受診する。受診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い対象者につい
ては、生活習慣を見直すための支援（特定保健指導）を行う

コ
ス
ト

区  分 平成25年度（決算） 平成26年度（決算） 平成27年度（見込）

人
件
費

常勤職員 223,254 296,926 282,185

非常勤職員等

人件費合計 223,254 296,926 282,185

対　　象 40歳～74歳の国民健康保険の被保険者

ゆがわら2011プラン
前 期 基 本 計 画

ともに支えあい笑
顔で暮らせるまち
づくり

社会保障の充実 社会保険 国民健康保険制
度の適切な運営

特定健康診査・特定
保健指導の推進

08 01 01

関 連 す る 個 別 計 画

目　　的
受診を勧奨し、生活習慣病の発症リスクを未然に防ぎ、対象者が健康な生活を持
続できるようにするとともに、将来的な医療費の削減を目指す
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69 住民課(特定健康診査等事業)



３　平成26年度までの事業分析及び改善点

４　見直し及び改善

５　一次評価（平成28年度以降の方向性に対する評価）

６　財政・計画推進の視点からの所見（※各課等は記入不要です。空欄のまま提出してください。）

７　二次評価（※各課等は記入不要です。空欄のまま提出してください。）

・受診率を上げるＰＲ方法を検討する必要がある。

総 合 評 価 継続（現状維持）

・受診率を向上させ、病気の早期発見・早期治療
で医療費を抑える努力が必要。
・受診対象者のうち、すでに治療等により受診しな
かった人数の把握を検討すること。

平成26年度までの
改 善 点

特定保健指導未利用者に再度個別勧奨通知を行った。８名→29名に増（平成25
年度は12名）。

平成27年度の見直し
及び改善

（実績または予定）

国保連合会から委託された保健師が当町に数日来庁し、平成24年度または25年
度受診者のうち、26年度未受診者に電話勧奨等を行う。

平成28年度以降の
方向性

医療費削減に一定の効果が認められることから、受診率の向上を目指し、継続して
事業を行う。

総 合 評 価 継続（現状維持）
医療費削減には必要事業であることから、継続し
て実施していく必要がある。

効　率　性
投入した費用に見合った効
果が得られているか Ｂ

厚労省の検討会において、特定保健指導に参加した人
は、参加しなかった人と比較し、受診後１～3年後の一人当
たりの外来医療費が年間5千～7千円低いとの分析がされ
た。受診者数が増加するにつれ、医療費の削減が見込ま
れる。

有　効　性
事業の目的に対して成果が
得られているか Ｂ 対象者が特定健診を受診することで生活習慣病予防

に関心を持ち、医療費削減の効果があると思われる。

公　平　性
事業の目的に対して受益の
機会が均等か Ａ 対象者全員に受診券を郵送しており、受診の機会は

等しく保障されている。

評　価　　３段階とその理由を記入（Ａ：高い　Ｂ：普通　Ｃ：低い）

必　要　性
町が実施する必要があるの
か Ａ 法律により、保険者が特定健診を実施しなければなら

ないため、町が実施主体とならなければいけない。
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